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科科科科研研研研製製製製薬薬薬薬株式株式株式株式会会会会社社社社大沼 哲夫問合せ先：東京都文京区本駒込二丁目28番８号証券コード：4521http://www.kaken.co.jp/当当当当社社社社のコーポレート・ガバナンスののコーポレート・ガバナンスののコーポレート・ガバナンスののコーポレート・ガバナンスの状状状状況況況況はははは以下以下以下以下のとおりですのとおりですのとおりですのとおりです。。。。

 当社は「患者さんのよろこび」、「企業のよろこび」、「社員のよろこび」の3つのよろこびを経営理念として掲げております。その中のひとつである 「企業のよろこび」とは、“医薬品企業としての社会的責任を自覚し、高い倫理観をもって企業活動を行い、社会から信頼される企業をめざす”とい うことであり、「コーポレート・ガバナンスの充実」や「経営の透明性とステークホルダーへの説明責任」は、経営上最も重要な課題のひとつと位置 づけております。  当社は、会社の規模、経営監視機能等を総合的に判断して、監査役会設置会社を選択しております。社外監査役2名を含む4名の監査役が取 締役会などの重要な会議に出席して意見を述べており、社外監査役は中立的な立場からの意見を述べていることなどから、現在の監査体制で 経営監視機能は十分に機能していると考えております。  また、当社は意思決定の迅速化、監督機能と業務執行機能の明確化に向け、執行役員制度を導入しております。 外国人株式保有比率 20%以上30%未満氏名又氏名又氏名又氏名又はははは名名名名称称称称 所有株式所有株式所有株式所有株式数数数数（株）（株）（株）（株） 割合（％）割合（％）割合（％）割合（％）日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 4,787,000 4.94東レ株式会社 4,589,825 4.74株式会社みずほ銀行 3,686,875 3.81農林中央金庫 3,686,750 3.81日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 3,482,000 3.59ジェーピー モルガン チェース バンク 380634 2,142,000 2.21科研製薬従業員持株会 1,560,691 1.61日本生命保険相互会社 1,360,176 1.40杏林製薬株式会社 1,294,000 1.34共栄火災海上保険株式会社 1,248,000 1.29支配株主（親会社を除く）の有無 ―――親会社の有無 なし――― 上場取引所及び市場区分 東京 第一部決算期 3 月業種 医薬品直前事業年度末における（連結）従業員数 1000人以上直前事業年度における（連結）売上高 100億円以上1000億円未満



４．支配株主４．支配株主４．支配株主４．支配株主とのとのとのとの取引等取引等取引等取引等をををを行行行行うううう際際際際におけるにおけるにおけるにおける少少少少数数数数株主株主株主株主のののの保護保護保護保護のののの方策方策方策方策にににに関関関関するするするする指針指針指針指針    ５．５．５．５．そのそのそのその他他他他コーポレート・ガバナンスにコーポレート・ガバナンスにコーポレート・ガバナンスにコーポレート・ガバナンスに重要重要重要重要なななな影響影響影響影響をををを与与与与えうるえうるえうるえうる特別特別特別特別なななな事情事情事情事情    
直前事業年度末における連結子会社数 10社未満――― ――― 



ⅡⅡⅡⅡ経営経営経営経営上上上上のののの意思決定、執行及意思決定、執行及意思決定、執行及意思決定、執行及びびびび監督監督監督監督にににに係係係係るるるる経営経営経営経営管理組織管理組織管理組織管理組織そのそのそのその他他他他のコーポレート・ガバナンスのコーポレート・ガバナンスのコーポレート・ガバナンスのコーポレート・ガバナンス体制体制体制体制のののの状状状状況況況況    １．機１．機１．機１．機関関関関構成構成構成構成・・・・組織運組織運組織運組織運営営営営等等等等にににに係係係係るるるる事項事項事項事項    【取締役【取締役【取締役【取締役関関関関係】係】係】係】    

会社との関係(1) 

会社との関係(2)  

【監【監【監【監査査査査役役役役関関関関係】係】係】係】    

組織形態 監査役設置会社定款上の取締役の員数 10 名定款上の取締役の任期 1 年取締役会の議長 社長取締役の人数 6 名社外取締役の選任状況 選任している社外取締役の人数 1 名社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 1 名
氏名氏名氏名氏名 属属属属性性性性 会会会会社社社社とのとのとのとの関関関関係係係係((((※)※)※)※)aaaa bbbb cccc dddd eeee ffff gggg hhhh iiii jjjj kkkk榎本 英紀 弁護士※※※※    会会会会社社社社とのとのとのとの関関関関係係係係についてのについてのについてのについての選選選選択択択択項目項目項目項目    ※※※※    本人本人本人本人がががが各項目各項目各項目各項目にににに「現在「現在「現在「現在・・・・最近」最近」最近」最近」においてにおいてにおいてにおいて該該該該当当当当しているしているしているしている場合場合場合場合はははは「「「「○○○○」、「過去」」、「過去」」、「過去」」、「過去」にににに該該該該当当当当しているしているしているしている場合場合場合場合はははは「「「「△△△△」」」」    ※※※※    近親者近親者近親者近親者がががが各項目各項目各項目各項目にににに「現在「現在「現在「現在・・・・最近」最近」最近」最近」においてにおいてにおいてにおいて該該該該当当当当しているしているしているしている場合場合場合場合はははは「「「「●●●●」、「過去」」、「過去」」、「過去」」、「過去」にににに該該該該当当当当しているしているしているしている場合場合場合場合はははは「「「「▲▲▲▲」」」」a 上場会社又はその子会社の業務執行者b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役c 上場会社の兄弟会社の業務執行者d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）k その他 氏名氏名氏名氏名 独独独独立立立立    役員役員役員役員 適合項目適合項目適合項目適合項目にににに関関関関するするするする補足補足補足補足説説説説明明明明 選任選任選任選任のののの理由理由理由理由榎本 英紀 ○ ――― 弁護士として企業法務に携わってきた経験と専門知識を有しております。当社以外の社外取締役を兼務しておりますが、上記ａ～kのいずれにも該当せず、独立性が保たれていると判断し、独立役員として指定しております。指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無 なし

監査役会の設置の有無 設置している



監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況 

会社との関係(1)  

会社との関係(2)  

定款上の監査役の員数 5 名監査役の人数 4 名 監査役・監査役会、会計監査人及び業務監査室は、定期的に会合をもつなど、緊密な関係を保ち、積極的に意見及び情報の交換を行い、効率 的な監査を実施するようつとめるとともに、業務監査室及び監査役は、リスク管理委員会、財務報告に係る内部統制委員会等に出席し、内部統制 部門との連携をはかっております。 社外監査役の選任状況 選任している社外監査役の人数 2 名社外監査役のうち独立役員に指定されている人数 2 名
氏名氏名氏名氏名 属属属属性性性性 会会会会社社社社とのとのとのとの関関関関係係係係((((※)※)※)※)aaaa bbbb cccc dddd eeee ffff gggg hhhh iiii jjjj kkkk llll mmmm櫻井 利雄 他の会社の出身者 △原 一夫 税理士※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」a 上場会社又はその子会社の業務執行者b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役d 上場会社の親会社の監査役e 上場会社の兄弟会社の業務執行者f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）m その他 氏名氏名氏名氏名 独独独独立立立立    役員役員役員役員 適合項目適合項目適合項目適合項目にににに関関関関するするするする補足補足補足補足説説説説明明明明 選任選任選任選任のののの理由理由理由理由

櫻井 利雄 ○ 平成15年2月まで、当社の主要な取引銀 行である株式会社みずほ銀行に在籍して おりました。
豊富な金融業界での経験と、ガバナンス・会計のほか、経営全般についての深い知識を有しております。当社の主要な取引銀行である株式会社みずほ銀行を平成15年2月に退社後、当社と取引のない清伸総業株式会社に平成15年3月に入社し、平成18年4月退社。平成18年6月にみずほビジネス金融センター株式会社の監査役に就任し、同監査役を平成22年6月に退任。1年経過後に当社監査役に就任しております。その後は他の会社の役員又は使用人になっておりません。平成23年6月の当社監査役就任時には既に同行の意向に影響を受ける立場にはなく、就任以降も同行との関係はないことから、同氏は一般株主と利益相反の生じるおそれがないものと判断しております。原 一夫 ○ ――― 税理士資格を有しており、税務・会計に対し、深い知識・経験を有しております。当社以外の社外監査役を兼務しておりますが、上記ａ～mのいずれにも該当せず、独立性が保たれていると判断し、独立役員として指定しております。



【【【【独独独独立役員立役員立役員立役員関関関関係】係】係】係】    その他独立役員に関する事項 【【【【インセンティブインセンティブインセンティブインセンティブ関関関関係】係】係】係】    
該当項目に関する補足説明 
該当項目に関する補足説明 【取締役報酬【取締役報酬【取締役報酬【取締役報酬関関関関係】係】係】係】    該当項目に関する補足説明  

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 【社外取締役（社外監【社外取締役（社外監【社外取締役（社外監【社外取締役（社外監査査査査役）役）役）役）のサポートのサポートのサポートのサポート体制】体制】体制】体制】     
２．業務執行、監２．業務執行、監２．業務執行、監２．業務執行、監査査査査・・・・監督、指名、報酬決定等監督、指名、報酬決定等監督、指名、報酬決定等監督、指名、報酬決定等のののの機能機能機能機能にににに係係係係るるるる事項（現事項（現事項（現事項（現状状状状のコーポレート・ガバナンスのコーポレート・ガバナンスのコーポレート・ガバナンスのコーポレート・ガバナンス体制体制体制体制のののの概概概概要）要）要）要）     

独立役員の人数 3 名――― 取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況 実施していない
先行きと社会経済の動向を見極めながら検討をしております。 ストックオプションの付与対象者――― （個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない
平成26年度の取締役の報酬等の総額は以下の通りです。 取締役 総額312百万円（対象となる役員の員数 8人） ・基本報酬 243百万円 ・賞与 69百万円 (注) １ 平成19年6月28日開催の第87回定時株主総会において、取締役基本報酬は年額330百万円以内と決議されております。 ２ 上記賞与の金額は、第95回定時株主総会後の支給額です。 報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無 あり
役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針 取締役の報酬等は、株主総会で承認された範囲内で、取締役会で決定しております。 社外取締役に対しては、取締役会資料を事前に配布し、求めに応じて経営企画部担当取締役等から説明しております。また、求めがあれば、取締役や執行役員との会談あるいは重要会議の議事録等の閲覧ができるようにしております。 社外監査役に対しては、常勤監査役より毎月1回の監査役会において、常務会等の重要な会議に付議された案件や常勤監査役による監査結果、社内情報の伝達等を行っております。  取締役会は、社外取締役1名を含む取締役6名(平成27年6月26日現在)で構成されております。社外取締役と当社とは、会社法第427条第1項の定めに基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令の定める最低限度額となっております。月1回の定例取締役会のほか、必要に応じ臨時取締役会を開催しており、経営の意思決定機関として法令・定款等に定められた取締役会審議事項に関する決議を行うほか、その他の経営の重要事項が審議され、業務執行状況についても随時報告されております。  取締役会には、監査役も出席し、意見を述べております。また、経営方針の徹底のために、執行役員も参加しております。  当社は、監査役制度を採用し、監査役は4名(平成27年6月26日現在)で、2名が常勤監査役、2名は社外監査役(非常勤)であります。社外監査役2名は、当社と会社法第427条第1項の定めに基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令の定める最低限度額となっております。また、他に補欠社外監査役1名を選任しております。監査役は取締役会等の重要会議に出席し、職務執行を監査することで経営の意思決定と執行についての公正性・透明性の確保につとめております。 



３．現３．現３．現３．現状状状状のコーポレート・ガバナンスのコーポレート・ガバナンスのコーポレート・ガバナンスのコーポレート・ガバナンス体制体制体制体制をををを選選選選択択択択しているしているしているしている理由理由理由理由    
 監査役会につきましては、定例的に1ヶ月に1回開催されております。  会計監査人との定期的な会合を実施し、積極的な意見及び情報交換を行う等、公正な監査が実施できる体制づくりを行っております。  当社は、経営の執行にあたり、会計監査人の監査を受けております。会計監査人に関しては聖橋監査法人と契約を締結しており、会社法、金融商品取引法に基づく監査が実施されております。  当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、松田信彦、朝長義郎、松浦大樹であります。また、当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他2名であります。  当社では、会社の規模、経営監視機能等を総合的に判断して、監査役会設置会社を選択しております。社外監査役2名を含む4名の監査役が 取締役会などの重要な会議に出席して意見を述べており、社外監査役は中立的な立場からの意見を述べていることなどから、現在の監査体制 で経営監視機能は十分に機能していると考えております。  経営の意思決定機関である取締役会は、月1回の定例取締役会のほか必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役のうち1名は社 外取締役であり、さらに社外監査役を含む監査役や執行役員も出席し、経営方針の徹底及び意思決定の公正・透明化をはかることができる体制 としております。 



ⅢⅢⅢⅢ株主株主株主株主そのそのそのその他他他他のののの利害利害利害利害関関関関係者係者係者係者にににに関関関関するするするする施策施策施策施策のののの実実実実施施施施状状状状況況況況    １．株主１．株主１．株主１．株主総会総会総会総会のののの活性化及活性化及活性化及活性化及びびびび議決議決議決議決権権権権行使行使行使行使のののの円円円円滑化滑化滑化滑化にににに向向向向けてのけてのけてのけての取組取組取組取組みみみみ状状状状況況況況    
２．ＩＲ２．ＩＲ２．ＩＲ２．ＩＲにににに関関関関するするするする活動活動活動活動状状状状況況況況     

３．３．３．３．ステークホルダーのステークホルダーのステークホルダーのステークホルダーの立場立場立場立場のののの尊重尊重尊重尊重にににに係係係係るるるる取組取組取組取組みみみみ状状状状況況況況    

補足説明株主総会招集通知の早期発送 直近の定時株主総会についての招集通知を、法定期日よりも5営業日前に発送しております。招集通知（要約）の英文での提供 当社英語版ウェブサイト上の“Shareholders' Meeting”ページ （http://www.kaken.co.jp/english/s_meeting.html）において、要約版を掲載しております。
補足説明 代表者自身による説明の有無アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催 本決算及び第2四半期決算発表後に、決算説明会を開催しております。同説 明会には、社長のほか4名の取締役が出席しております。 ありIR資料のホームページ掲載 当社ウェブサイト上の“株主・投資家向け”ページ （http://www.kaken.co.jp/invest/index_notice.html）において、決算短信参考 資料、決算説明会資料、株主総会の招集通知等を掲載しております。IRに関する部署（担当者）の設置 総務部広報グループ 補足説明社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定 企業理念、科研製薬企業行動規準・行動指針に定めております。 また、株主や投資家、顧客および様々なステークホルダーに対して、法定開示・適時開示・任意 開示を誠実に行うため、会社情報開示規程を定めております。環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施 環境理念・環境基本方針を定め、ISO14001を取得するなど環境管理活動を推進しております。 また、当社は環境・社会報告書を作成し、公開しております。



ⅣⅣⅣⅣ内内内内部統制部統制部統制部統制システムシステムシステムシステム等等等等にににに関関関関するするするする事項事項事項事項    １．１．１．１．内内内内部統制部統制部統制部統制システムにシステムにシステムにシステムに関関関関するするするする基本的基本的基本的基本的なななな考考考考ええええ方及方及方及方及びそのびそのびそのびその整備整備整備整備状状状状況況況況     

２．反社２．反社２．反社２．反社会会会会的勢力排除的勢力排除的勢力排除的勢力排除にににに向向向向けたけたけたけた基本的基本的基本的基本的なななな考考考考ええええ方及方及方及方及びそのびそのびそのびその整備整備整備整備状状状状況況況況    

１．法令遵守体制 ・取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 ・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 ・子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 １）当社グループの取締役、執行役員及び従業員等の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するため、グループ全体に共通した行為規範である「科研製薬企業行動規準」及び「科研製薬企業行動指針」を定め、これを遵守し行動すると共に、その啓発を図る。 ２）コンプライアンス担当役員を任命し、法務部を所管部署としてコンプライアンスの実践に継続的に取り組む。  ２．情報保存管理体制 ・取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する事項 株主総会、取締役会、常務会など、取締役又は執行役員の出席する重要な会議について議事録を作成するほか、取締役及び執行役員の職務執行に係る重要な情報については、法令及び社内規程の定めるところにより、保存・管理を行い、必要な関係者が閲覧、謄写できる体制を整える。  ３．リスク管理体制 ・損失の危険の管理に関する規程その他の体制 ・子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制 １）リスク管理担当役員を任命し、経営企画部を所管部署として当社グループのリスクを把握・管理できる体制を構築する。 ２）リスク分類を行い、それぞれの責任部署を定め管理する。 ３）当社グループの経営上重大なリスクの対応については、取締役会にて経営判断し、責任部署で管理する。 ４）業務監査室は当社グループのリスク管理状況を監査し、社長・取締役会・監査役会に報告する。  ４．効率性確保のための体制 ・取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 ・子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制 ・子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 １）取締役会を毎月１回開催し、法令・定款に定められた取締役会審議事項に関する決議のほか、当社グループの経営の重要事項を審議する。 ２）各取締役の担当業務、及び各執行役員に執行委任する業務を取締役会で決定する。各取締役及び執行役員は、担当する業務を効率的に執行する。 ３）子会社は、定期的に財務報告に係る事項を当社に報告するとともに、子会社の取締役又は監査役は、必要に応じて子会社の取締役会の審議における重要事項を取締役会に報告する。 ４）取締役会で定められた経営基本方針にもとづき、常務会等において、当社グループの経営に関する重要事項を協議し、経営の全般的業務執行方針の確立及び業務の調整・管理を行い、全体としての効率化に努める。  ５．監査役スタッフに関する体制 ・監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項 ・当該使用人の取締役からの独立性に関する事項 ・監査役の職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項 １）監査役会に関する事務は総務部が行うものとする。 ２）監査役から監査役の職務を補助すべき使用人（以下、「監査役スタッフ」という）を置くことの求めがあった場合は、取締役は監査役と協議の上、専任又は兼任の監査役スタッフを総務部に配置する。 ３）監査役スタッフの知識・能力、員数又は従事体制について、監査役から改善等を求められた場合、取締役は監査役と協議の上、適切に対応する。 ４）監査役は、監査役スタッフに対して直接指揮命令することができる。 ５）監査役スタッフの考課及び異動については、監査役会の意見を聴取し、これを尊重するものとする。  ６．監査役への報告体制 ・取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制 ・子会社の取締役、監査役、業務を執行する社員及び使用人等又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告をするための体制 ・監査役へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制 １）当社グループの取締役、執行役員及び従業員等は、当社の監査役に対して、当社グループに重大な影響を及ぼす事項を、直接的または間接的を問わず、報告するものとする。 ２）当社グループの取締役、執行役員及び従業員等は、監査役から報告を求められた場合、すみやかに対応する。 ３）監査役に対して前２号の報告をしたことを理由とする不利な取り扱いを禁止する。  ７．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 ・監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項 ・その他会社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 １）監査役の職務の執行について生ずる費用は、監査役の職務の執行に制約が生じないよう、予め定められた社内手続きに基づいて処理する。なお、緊急の必要により予め社内手続きを経ることができないときは、監査役が必要な職務の執行を先行することを妨げないものとする。 ２）代表取締役は、監査役と定期的会合で意見交換を行う。 ３）監査役は、取締役会のほか、常務会その他の重要な会議に出席することができるものとする。 ４）業務監査室は、監査役と緊密な連携を保ち、監査結果を監査役に報告するものとする。 １．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方 当社では、科研製薬企業行動規準・行動指針を策定し、反社会的勢力・団体との断固たる対決を宣言しております。これらの団体との関係は一 切排除します。 ２．反社会的勢力排除に向けた整備状況 



１）対応統括部署及び不当要求防止責任者について 当社での不当要求への対応統括部署は、総務部となっております。 同部は法務部と連携と取りながら、反社会的勢力に関する事項の一元的な統括・管理を行っております。また、対応統括部署に不当要求防止責 任者を設置しております。 ２）外部の専門機関との連携状況 管轄警察署担当係員及び顧問弁護士と、平素から緊密に連携を保ち、緊急時における担当者との連絡・通報体制を確立しております。 ３）反社会的勢力に関する情報の収集・管理状況 社団法人警視庁管内特殊暴力防止対策連合会等の会員となり、情報収集に当たり、得られた情報は総務部にて管理しております。 ４）対応マニュアルの整備状況 科研製薬企業行動規準・行動指針に反社会的勢力と決別する旨の基本的姿勢を定め、業務の必要性に応じて、具体的な内容をマニュアル等に 定めております。 ５）研修活動の実施状況 反社会的勢力への対応をコンプライアンス教育の中に組み込み、社内教育研修の機会に実施するよう努めております。



ⅤⅤⅤⅤそのそのそのその他他他他    １．買１．買１．買１．買収収収収防衛策防衛策防衛策防衛策のののの導入導入導入導入のののの有無有無有無有無    該当項目に関する補足説明 ２．２．２．２．そのそのそのその他他他他コーポレート・ガバナンスコーポレート・ガバナンスコーポレート・ガバナンスコーポレート・ガバナンス体制等体制等体制等体制等にににに関関関関するするするする事項事項事項事項    
買収防衛策の導入の有無 なし市場の動向を見極め、対処いたします。 １. 適時開示の基本方針 当社は、株主や投資家の皆様および様々なステークホルダーに対し、金融商品取引法および東京証券取引所の定める適時開示規則により求め られる会社情報を適時、適切に開示いたします。 また、それ以外の重要な情報に関しても、適時、適切な開示を行うよう努めます。 ２. 適時開示に係る社内体制 当社は、会社情報の適切かつ速やかな開示を目的として、「会社情報開示規程」を制定しております。 「会社情報開示規程」にもとづき、情報取扱責任者を委員長とした開示委員会を設置し、各部門より報告された事案に対し、開示の要否および内 容についての検討を行っております。 適時開示を要する情報については、取締役会で決議もしくは報告の後に開示しておりますが、緊急を要する場合には、代表取締役の了承後に迅 速に開示し、その後取締役会へ報告しております。 開示委員会の事務局については、総務部広報グループがこれにあたり、併せて、会社情報の開示についての実務を執り行っております。 上記開示体制の監査については、内部監査部門である業務監査室がこれを実施しております。 


